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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信事業者と契約するユーザ端末に基地局を介して接続される前記通信事業者の中継サ
ーバであって、
　前記ユーザ端末からのコンテンツ配信要求に応じて、コンテンツサーバから、定額制向
けコンテンツと非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式のコンテンツを取得する
コンテンツ取得部と、
　前記コンテンツサーバからアクセス不可能な顧客管理システムから前記ユーザ端末の課
金形態を取得し、取得された前記課金形態が定額制である場合、前記定額制向けコンテン
ツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信し、取得された前記課金形態が非定額制で
ある場合、前記非定額制向けコンテンツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信する
コンテンツ出し分け部と、
を具備することを特徴とする中継サーバ。
【請求項２】
　前記定額制向けコンテンツは、動画であり、前記非定額制向けコンテンツは、静止画で
あることを特徴とする請求項１に記載の中継サーバ。
【請求項３】
　通信事業者と契約するユーザ端末と、
　コンテンツを配信するコンテンツサーバと、
　前記コンテンツサーバから送信されたコンテンツを前記ユーザ端末に基地局を介して中
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継する前記通信事業者の中継サーバとを備えたコンテンツ配信システムであり、
　前記ユーザ端末からのコンテンツ配信要求に応じて前記コンテンツサーバが定額制向け
コンテンツと非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式のコンテンツを配信し、
　前記中継サーバが前記コンテンツサーバから定額制向けコンテンツと非定額制向けコン
テンツとに出し分け可能な形式のコンテンツを受け取り、前記コンテンツサーバからアク
セス不可能な顧客管理システムから前記ユーザ端末の課金形態を取得し、取得された前記
課金形態が定額制である場合、前記定額制向けコンテンツを前記ユーザ端末に前記基地局
を介して配信し、取得された前記課金形態が非定額制である場合、前記非定額制向けコン
テンツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信することを特徴とするコンテンツ配信
システム。
【請求項４】
　通信事業者と契約するユーザ端末に基地局を介して接続される前記通信事業者の中継サ
ーバにおけるコンテンツ配信方法であって、
　前記ユーザ端末から出されたコンテンツ配信要求をコンテンツサーバへ送信するステッ
プと、
　前記コンテンツ配信要求に応じて前記コンテンツサーバから送信される、定額制向けコ
ンテンツと非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式のコンテンツを取得するステ
ップと、
　前記コンテンツサーバからアクセス不可能な顧客管理システムから前記ユーザ端末の課
金形態を取得し、取得された前記課金形態が定額制である場合、前記定額制向けコンテン
ツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信し、取得された前記課金形態が非定額制で
ある場合、前記非定額制向けコンテンツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信する
ステップと、
を具備することを特徴とするコンテンツ配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ端末へコンテンツを配信する中継サーバ、コンテンツ配信システム及
びコンテンツ配信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザが、ユーザ端末の課金形態に応じて最適なコンテンツを選択することによ
って、コンテンツ提供者からユーザ端末に配信されるコンテンツを最適化するコンテンツ
配信システムが知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　このコンテンツ配信システムでは、ユーザ端末の課金形態が、通信データ量に関わらず
一定の料金が課金される定額制である場合は、ユーザが、高解像度・動画等の付加価値の
高いコンテンツを選択する。一方、ユーザ端末の課金形態が、通信データ量に応じて課金
される非定額制である場合は、ユーザが、低解像度・静止画等の付加価値の低いコンテン
ツを選択する。コンテンツ提供者は、ユーザによって選択されたコンテンツを、ユーザ端
末に配信する。このようなコンテンツ配信システムでは、ユーザ端末が、自身の課金形態
を判別し、判別した課金形態に応じたコンテンツを選択する必要があるため、ユーザ端末
側の処理負荷が増大してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２９４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところで、上述のようなコンテンツ配信システムにおいて、ユーザ端末側の処理負荷を
軽減するためには、コンテンツを提供するコンテンツサーバ側で、ユーザ端末の課金形態
に応じて、ユーザ端末に配信するコンテンツを最適化することも想定される。
【０００６】
　しかしながら、コンテンツサーバ側でコンテンツを最適化する場合には、コンテンツサ
ーバが、ユーザ端末の課金形態を取得し、ユーザ端末の課金形態に応じたコンテンツを選
択する必要があるため、コンテンツサーバ側の処理負荷が増大してしまう。
【０００７】
　このような問題点は、ユーザ端末の課金形態に応じたコンテンツを配信する場合に限ら
れるものではなく、ユーザ端末側の処理負荷だけでなく、コンテンツサーバ側の処理負荷
を増大させずに、ユーザ端末に配信されるコンテンツを最適化する仕組みが望まれていた
。
【０００８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、コンテンツサーバ側の処理負荷を増
大させずに、ユーザ端末側の諸条件に応じて、ユーザ端末に配信されるコンテンツを網側
で最適化して配信可能な中継サーバ、コンテンツ配信システム及びコンテンツ配信方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の中継サーバは、通信事業者と契約するユーザ端末に基地局を介して接続される
前記通信事業者の中継サーバであって、前記ユーザ端末からのコンテンツ配信要求に応じ
て、コンテンツサーバから、定額制向けコンテンツと非定額制向けコンテンツとに出し分
け可能な形式のコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、前記コンテンツサーバからア
クセス不可能な顧客管理システムから前記ユーザ端末の課金形態を取得し、取得された前
記課金形態が定額制である場合、前記定額制向けコンテンツを前記ユーザ端末に前記基地
局を介して配信し、取得された前記課金形態が非定額制である場合、前記非定額制向けコ
ンテンツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信するコンテンツ出し分け部と、を具
備することを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、コンテンツサーバから出し分け可能な形式のコンテンツを取得した
中継サーバが、出し分け条件に基づいて、前記ユーザ端末に配信するコンテンツを出し分
けるので、コンテンツサーバ側の処理負荷を増大させずに、ユーザ端末側の諸条件に応じ
て、ユーザ端末に配信されるコンテンツを網側で最適化して配信することができる。
【００１２】
　この構成によれば、中継サーバが、ユーザ端末の課金形態が定額制であるか非定額制で
あるかに基づいて、ユーザ端末に配信するコンテンツを出し分ける。このため、コンテン
ツサーバは、ユーザ端末の課金形態が非定額制であるか否かにかかわらず、付加価値の高
い大容量のコンテンツを配信することができ、課金形態が定額制であるユーザ端末に対し
て、付加価値の高い大容量のコンテンツを配信することができ、課金形態が非定額制であ
るユーザ端末に対してはデータ容量の小さいコンテンツを配信できる。
【００１３】
　また、本発明は、上記中継サーバにおいて、前記定額制向けコンテンツを動画とし、前
記非定額制向けコンテンツを静止画とした出し分けをしても良い。
【００１４】
　また、本発明は、上記中継サーバにおいて、前記コンテンツ取得部は、所定年齢以上の
ユーザを対象とする所定年齢向け情報を含む所定年齢向け情報有コンテンツと、前記所定
年齢向け情報を含まない所定年齢向け情報無コンテンツとに出し分け可能なコンテンツを
取得し、前記コンテンツ出し分け部は、前記ユーザ端末のユーザ年齢が前記所定年齢より
も大きい場合、前記所定年齢向け情報有コンテンツを前記ユーザ端末に配信し、前記ユー
ザ端末の前記ユーザ年齢が前記所定年齢よりも小さい場合、前記所定年齢向け情報無コン
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テンツを配信することを特徴とする。
【００１５】
　この構成により、ユーザ年齢に応じてコンテンツを出し分けることができ、コンテンツ
プロバイダはユーザ年齢による制限を受けることなく、自由にコンテンツを配信すること
ができる。
【００１６】
　また、本発明は、上記中継サーバにおいて、前記コンテンツ取得部は、所定エリアに在
圏するユーザを対象とする所定エリア向け情報を含む所定エリア向け情報有コンテンツと
、前記所定エリア向け情報を含まない所定エリア向け情報無コンテンツとに出し分け可能
なコンテンツを取得し、前記コンテンツ出し分け部は、前記ユーザ端末の在圏エリアが前
記所定エリアに該当する場合、前記所定エリア向け情報有コンテンツを前記ユーザ端末に
配信し、前記ユーザ端末の在圏エリアが前記所定エリアに該当しない場合、前記所定エリ
ア向け情報無コンテンツを配信することを特徴とする。
【００１７】
　この構成により、ユーザ端末の在圏エリアに応じてコンテンツを出し分けることができ
、特定エリア向けのコンテンツを該当エリアに在圏するユーザ端末へ確実に配信できると
共に、該当エリアに在圏していないユーザ端末への配信を防止することができる。
【００１８】
　また、本発明のコンテンツ配信システムは、通信事業者と契約するユーザ端末と、コン
テンツを配信するコンテンツサーバと、前記コンテンツサーバから送信されたコンテンツ
を前記ユーザ端末に基地局を介して中継する前記通信事業者の中継サーバとを備えたコン
テンツ配信システムであり、前記ユーザ端末からのコンテンツ配信要求に応じて前記コン
テンツサーバが定額制向けコンテンツと非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式
のコンテンツを配信し、前記中継サーバが前記コンテンツサーバから定額制向けコンテン
ツと非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式のコンテンツを受け取り、前記コン
テンツサーバからアクセス不可能な顧客管理システムから前記ユーザ端末の課金形態を取
得し、取得された前記課金形態が定額制である場合、前記定額制向けコンテンツを前記ユ
ーザ端末に前記基地局を介して配信し、取得された前記課金形態が非定額制である場合、
前記非定額制向けコンテンツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信することを特徴
とする。
【００１９】
　本発明のコンテンツ配信方法は、通信事業者と契約するユーザ端末に基地局を介して接
続される前記通信事業者の中継サーバにおけるコンテンツ配信方法であって、前記ユーザ
端末から出されたコンテンツ配信要求をコンテンツサーバへ送信するステップと、前記コ
ンテンツ配信要求に応じて前記コンテンツサーバから送信される、定額制向けコンテンツ
と非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式のコンテンツを取得するステップと、
前記コンテンツサーバからアクセス不可能な顧客管理システムから前記ユーザ端末の課金
形態を取得し、取得された前記課金形態が定額制である場合、前記定額制向けコンテンツ
を前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信し、取得された前記課金形態が非定額制であ
る場合、前記非定額制向けコンテンツを前記ユーザ端末に前記基地局を介して配信するス
テップと、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、コンテンツサーバ側の処理負荷を増大させずに、ユーザ端末側の諸条
件に応じて、ユーザ端末に配信されるコンテンツを網側で最適化して配信可能な中継サー
バ、コンテンツ配信システム及びコンテンツ配信方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信システムの概略図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイサーバの構成図である。
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【図３】（ａ）本発明の第１の実施形態に係る出し分け可能な形式のコンテンツと、（ｂ
）本発明の第１の実施形態に係る定額制向けコンテンツと、（ｃ）本発明の第１の実施形
態に係る非定額制向けコンテンツとを説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信方法を示すシーケンス図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイサーバの動作を示すフローチャート
である。
【図６】（ａ）本発明の第２の実施形態に係る出し分け可能な形式のコンテンツと、（ｂ
）本発明の第２の実施形態に係る定額制向けコンテンツと、（ｃ）本発明の第２の実施形
態に係る非定額制向けコンテンツとを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の実施形態に係るコンテンツ配信システムの概略図である。図１に示す
ように、コンテンツ配信システム１は、ユーザ端末１０と、ゲートウェイサーバ２０と、
顧客管理システム３０と、コンテンツサーバ４０とを具備する。
【００２３】
　ユーザ端末１０は、例えば、移動端末であり、図示しない基地局等を介して、ゲートウ
ェイサーバ２０に接続される。ゲートウェイサーバ２０（中継サーバ）は、ユーザ端末１
０とコンテンツサーバ４０との間の通信を中継する通信事業者のサーバである。顧客管理
システム３０は、通信事業者と契約するユーザ端末１０のユーザ属性（例えば、課金形態
、ユーザ年齢など）を管理するシステムであり、ゲートウェイサーバ２０に接続されてい
る。また、顧客管理システム３０は、通信事業者の管理するゲートウェイサーバ２０から
アクセス可能であるが、通信事業者の管理していないコンテンツサーバ４０からはアクセ
ス不可能である。コンテンツサーバ４０は、ゲートウェイサーバ２０を介して、ユーザ端
末１０にコンテンツを配信するサーバである。
【００２４】
　このようなコンテンツ配信システム１では、ゲートウェイサーバ２０（中継サーバ）が
、コンテンツサーバ４０から出し分け可能なコンテンツを取得し、所定の出し分け条件に
基づいて、ユーザ端末１０に配信するコンテンツを出し分ける。したがって、コンテンツ
配信システム１では、コンテンツサーバ側の処理負荷を増大させずに、ユーザ端末１０側
の諸条件に応じて、ユーザ端末１０に配信されるコンテンツを網側で最適化することがで
きる。
【００２５】
　第１の実施形態では、コンテンツ配信システム１において、ゲートウェイサーバ２０が
、ユーザ端末１０の課金形態が定額制であるか非定額制であるかに基づいて、ユーザ端末
１０に配信するコンテンツを出し分ける例を説明する。
【００２６】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイサーバ２０の構成図である。図２
に示すように、ゲートウェイサーバ２０は、コンテンツ配信要求受信部２１と、コンテン
ツ取得部２２と、コンテンツ解析部２３と、顧客管理システム検索部２４と、ユーザ属性
判定部２５と、コンテンツ加工部２６と、コンテンツ配信部２７とを具備する。
【００２７】
　コンテンツ配信要求受信部２１は、ユーザ端末１０から、コンテンツ配信要求とユーザ
端末１０の識別情報（例えば、電話番号や契約者番号）とを受信する。ここで、コンテン
ツ配信要求とは、コンテンツサーバ４０に対してコンテンツの配信を要求するものであり
、コンテンツサーバ４０及びコンテンツの識別情報（例えば、ＵＲＬ：Ｕｎｉｆｏｒｍ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を含んでいる。また、コンテンツ配信要求受信部２
１は、ユーザ端末１０から受信したコンテンツ配信要求をコンテンツサーバ４０に転送す
る。
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【００２８】
　コンテンツ取得部２２は、コンテンツサーバ４０から、上述のコンテンツ配信要求に応
じて配信されたコンテンツを取得する。
【００２９】
　コンテンツ解析部２３は、コンテンツ取得部２２によって取得されたコンテンツが、出
し分け可能な形式のコンテンツであるか否かを解析する。コンテンツ解析部２３は、解析
結果が出し分け可能な形式のコンテンツである場合、顧客管理システム検索部２４にその
旨を通知し、解析結果が出し分け可能な形式のコンテンツでない場合、コンテンツ配信部
２７にその旨を通知する。
【００３０】
　ここで、出し分け可能な形式のコンテンツとは、コンテンツを出し分けるためのタグ領
域を含むＨＴＭＬファイルである。具体的には、図３（ａ）に示すように、定額制向けコ
ンテンツと非定額制向けコンテンツとに出し分け可能な形式のコンテンツは、定額制向け
コンテンツを配信するための定額制向けタグａと、非定額制向けコンテンツを配信するた
めのタグ非定額制向けタグｂとを含んでいる。
【００３１】
　定額制向けタグａでは、定額制向けコンテンツとして、動画コンテンツ「img　src="/i
mages/xxxxx_flash.swf"」が指定されている。なお、定額制向けコンテンツとしては、動
画コンテンツだけでなく、高解像度コンテンツ等の大容量のコンテンツが指定されていて
もよい。
【００３２】
　また、非定額制向けタグｂは、非定額制向けコンテンツとして、静止画コンテンツ「im
g　src="/images/xxxxx.gif"」が指定されている。なお、非定額制向けコンテンツとして
は、静止画コンテンツだけでなく、低解像度コンテンツ等の小容量のコンテンツが指定さ
れていてもよい。
【００３３】
　顧客管理システム検索部２４は、コンテンツ解析部２３による解析結果が出し分け可能
な形式のコンテンツである場合、ユーザ端末１０からのコンテンツ配信要求に含まれるユ
ーザ端末１０の識別情報をキーとして、顧客管理システム３０にユーザ端末１０の課金形
態を照会する。なお、顧客管理システム検索部２４は、顧客管理システム３０に照会せず
に、ゲートウェイサーバ２０内の記憶部（図示なし）に記憶された契約情報から、ユーザ
端末１０の課金形態を取得してもよい。
【００３４】
　ユーザ属性判定部２５は、顧客管理システム検索部２４によって取得されたユーザ端末
１０の課金形態が定額制であるか、非定額制であるかを判定する。ユーザ属性判定部２５
は、ユーザ端末１０の課金形態が定額制である場合、定額制向けコンテンツを配信するこ
とを決定し、ユーザ端末１０の課金形態が非定額制である場合、非定額制向けコンテンツ
を配信することを決定する。
【００３５】
　コンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５による決定結果に従って、コンテンツ
サーバ４０から取得した出し分け可能なコンテンツを加工する。
【００３６】
　具体的には、コンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５が定額制向けコンテンツ
を配信することを決定した場合、図３（ｂ）に示すように、定額制向けタグａで指定され
た定額制コンテンツ「img　src="/images/xxxxx_flash.swf"」を配信するように、ＨＴＭ
Ｌファイルを加工する。一方、コンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５が非定額
制向けコンテンツを配信することを決定した場合、図３（ｃ）に示すように、非定額制向
けタグｂで指定された非定額制コンテンツ「img　src="/images/xxxxx.gif"」を配信する
ように、ＨＴＭＬファイルを加工する。
【００３７】
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　コンテンツ配信部２７は、コンテンツ加工部２６で加工されたコンテンツをユーザ端末
１０に配信する。また、コンテンツ配信部２７は、コンテンツ解析部２３による解析結果
が出し分け可能形式のコンテンツではない場合、コンテンツサーバ４０から取得されたコ
ンテンツをそのままユーザ端末１０に配信する。
【００３８】
　次に、以上のように構成された第１の実施形態に係るコンテンツ配信システム１におけ
るコンテンツ配信方法について説明する。図４は、本発明の第１の実施形態に係るコンテ
ンツ配信方法を示すシーケンス図である。
【００３９】
　図４に示すように、ユーザ端末１０は、ゲートウェイサーバ２０に対して、コンテンツ
サーバ４０に対するコンテンツ配信要求と、ユーザ端末１０の識別情報とを送信する（ス
テップＳ１１）。
【００４０】
　ゲートウェイサーバ２０は、ユーザ端末１０から受信したコンテンツ配信要求を、コン
テンツサーバ４０に転送する（ステップＳ１２）。
【００４１】
　コンテンツサーバ４０は、ゲートウェイサーバ２０に対して、コンテンツ配信要求で指
定されたコンテンツを送信する（ステップＳ１３）。なお、コンテンツサーバ４０は、ゲ
ートウェイサーバ２０に対して、出し分け可能な形式のコンテンツと出し分け不可能な形
式のコンテンツを送信可能であるが、ここでは、出し分け可能な形式のコンテンツを送信
するものとする。
【００４２】
　ゲートウェイサーバ２０は、ステップＳ１１で受信したコンテンツ配信要求に含まれる
ユーザ端末１０の識別情報をキーに、ユーザ端末１０の課金形態を顧客管理システム３０
に照会する（ステップＳ１４）。
【００４３】
　顧客管理システム３０は、ユーザ端末１０の課金形態の照会結果を送信する（ステップ
Ｓ１５）。
【００４４】
　ゲートウェイサーバ２０は、ユーザ端末１０の課金形態が定額制である場合、定額制向
けコンテンツをユーザ端末１０に配信し、ユーザ端末１０の課金形態が非定額制である場
合、非定額制向けコンテンツをユーザ端末１０に配信する（ステップＳ１６）。
【００４５】
　次に、本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信方法について、ゲートウェイサー
バ２０の動作を中心に詳述する。図５は、本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイサ
ーバ２０の動作を示すフローチャートである。
【００４６】
　図５に示すように、コンテンツ配信要求受信部２１は、ユーザ端末１０から、コンテン
ツサーバ４０に対するコンテンツ配信要求と、ユーザ端末１０の識別情報とを受信する。
コンテンツ配信要求受信部２１は、受信したコンテンツ配信要求をコンテンツサーバ４０
に転送する（ステップＳ２１）。
【００４７】
　コンテンツ取得部２２は、コンテンツサーバ４０から、ステップＳ２１のコンテンツ配
信要求に応じて配信されたコンテンツを取得する（ステップＳ２２）。
【００４８】
　コンテンツ解析部２３は、ステップＳ２２で取得されたコンテンツが出し分け可能な形
式のコンテンツであるか否かを解析する（ステップＳ２３）。具体的には、コンテンツ解
析部２３は、ステップＳ２２で取得されたコンテンツに、定額制向けタグａと非定額制向
けタグｂとが含まれているか否かを判定する。ステップＳ２２で取得されたコンテンツが
出し分け可能な形式のコンテンツである場合、ステップＳ２４に進む。
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【００４９】
　ステップＳ２２で取得されたコンテンツが出し分け可能な形式のコンテンツでない場合
、コンテンツ配信部２７は、ユーザ端末１０に対して、ステップＳ２２で取得されたコン
テンツをそのまま配信する（ステップＳ２５）。
【００５０】
　一方、コンテンツが出し分け可能な形式のコンテンツである場合、顧客管理システム検
索部２４は、ステップＳ２１で受信されたユーザ端末１０の識別情報をキーとして、顧客
管理システム３０にユーザ端末１０の課金形態を照会する（ステップＳ２４）。
【００５１】
　ユーザ属性判定部２５は、ステップＳ２４で照会されたユーザ端末１０の課金形態が定
額制であるか、非定額制であるかを判定する（ステップＳ２６）。
【００５２】
　ユーザ端末１０の課金形態が定額制である場合、コンテンツ加工部２６は、定額制向け
タグａで指定された定額制コンテンツを配信するように、ステップＳ２２で取得されたコ
ンテンツを加工する。コンテンツ配信部２７は、加工されたコンテンツをユーザ端末１０
に配信する（ステップＳ２７）。
【００５３】
　ユーザ端末１０の課金形態が非定額制である場合、コンテンツ加工部２６は、非定額制
向けタグｂで指定された非定額制コンテンツを配信するように、ステップＳ２２で取得さ
れたコンテンツを加工する。コンテンツ配信部２７は、加工されたコンテンツをユーザ端
末１０に配信する（ステップＳ２８）。
【００５４】
　第１の実施形態に係るコンテンツ配信システム１によれば、ゲートウェイサーバ２０が
、ユーザ端末１０の課金形態が定額制であるか非定額制であるかに基づいて、ユーザ端末
１０に配信するコンテンツを出し分ける。このため、コンテンツサーバ４０側の処理負荷
を増大させずに、ユーザ端末１０の課金形態に応じて、ユーザ端末１０に配信されるコン
テンツを網側で最適化することができる。さらに、コンテンツサーバ４０は、ユーザ端末
１０の課金形態が非定額制であるか否かにかかわらず、付加価値の高い大容量のコンテン
ツを配信することができ、課金形態が定額制であるユーザ端末１０に対して、付加価値の
高い大容量のコンテンツを配信することができる。
【００５５】
　また、第１の実施形態に係るコンテンツ配信システム１によれば、ユーザ端末１０が契
約する通信事業者が管理するゲートウェイサーバ２０が、コンテンツを出し分ける。この
ため、コンテンツサーバ４０を管理する外部のコンテンツ提供者に、ユーザ端末１０のプ
ライバシーに係る課金形態を知られずに、ネットワーク側主導で最適なコンテンツを配信
することができる。
【００５６】
　[第２の実施形態]
　次に、第２の実施形態では、コンテンツ配信システム１において、ゲートウェイサーバ
２０が、ユーザ端末１０のユーザ年齢が所定年齢以上であるか否かに基づいて、ユーザ端
末１０に配信するコンテンツを出し分ける例について、第１実施形態のゲートウェイサー
バ２０との相違点を中心に説明する。
【００５７】
　第２の実施形態に係るコンテンツ取得部２２は、所定年齢以上のユーザを対象とする所
定年齢向け情報を含む所定年齢向け情報有コンテンツと、所定年齢向け情報を含まない所
定年齢向け情報無コンテンツとに出し分け可能なコンテンツを取得する。具体的には、図
６（ａ）に示すように、第２の実施形態に係る出し分け可能な形式のコンテンツは、所定
年齢向け情報を配信するための所定年齢向けタグｃを含んでいる。
【００５８】
　第２の実施形態に係る顧客管理システム検索部２４は、ユーザ端末１０の識別情報をキ
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ーとして、ユーザ端末１０の課金形態の代わりにユーザ端末１０のユーザ年齢を顧客管理
システム３０に照会する。ユーザ属性判定部２５は、顧客管理システム検索部２４によっ
て取得されたユーザ端末１０のユーザ年齢が所定年齢（例えば、２０歳）より大きいか否
かを判定する。ユーザ属性判定部２５は、ユーザ端末１０のユーザ年齢が所定年齢より大
きい場合、所定年齢向け情報を含む所定年齢向け情報有コンテンツを配信することを決定
し、ユーザ端末１０のユーザ年齢が所定年齢より大きくない場合、所定年齢向け情報を含
まない所定年齢向け情報無コンテンツを配信することを決定する。
【００５９】
　第２の実施形態に係るコンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５による決定結果
に従って、コンテンツサーバ４０から取得した出し分け可能なコンテンツを加工する。具
体的には、コンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５が所定年齢向け情報有コンテ
ンツを配信することを決定した場合、図６（ｂ）に示すように、所定年齢向けタグｃで指
定された所定年齢向け情報「img　src="/images/yyyyy_flash.swf"」を配信するように、
ＨＴＭＬファイルを加工する。一方、コンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５が
所定年齢向け情報無コンテンツを配信することを決定した場合、図６（ｃ）に示すように
、所定年齢向けタグｃで指定された所定年齢向け情報「img　src="/images/yyyyy_flash.
swf"」を配信しないように、ＨＴＭＬファイルを加工する。
【００６０】
　第２の実施形態に係るコンテンツ配信システム１によれば、ゲートウェイサーバ２０が
、ユーザ端末１０のユーザ年齢に基づいて、ユーザ端末１０に配信するコンテンツを出し
分けることができる。このため、コンテンツサーバ４０側の処理負荷を増大させずに、ユ
ーザ端末１０のユーザ年齢に応じて、ユーザ端末１０に配信されるコンテンツを網側で最
適化することができる。さらに、コンテンツサーバ４０は、ユーザ端末１０のユーザ年齢
を気にすることなく、多様なコンテンツを配信することができる。
【００６１】
　また、第２の実施形態に係るコンテンツ配信システム１によれば、ユーザ端末１０が契
約する通信事業者が管理するゲートウェイサーバ２０が、コンテンツを出し分ける。この
ため、コンテンツサーバ４０を管理する外部のコンテンツ提供者に、ユーザ端末１０のプ
ライバシーに係るユーザ年齢を知られずに、ネットワーク側主導で最適なコンテンツを配
信することができる。
【００６２】
　[第３の実施形態]
　次に、第３の実施形態では、コンテンツ配信システム１において、ゲートウェイサーバ
２０が、ユーザ端末１０の在圏エリアが所定エリアに該当するか否かに基づいて、ユーザ
端末１０に配信するコンテンツを出し分ける例について、第２実施形態のゲートウェイサ
ーバ２０との相違点を中心に説明する。
【００６３】
　第３の実施形態に係るコンテンツ取得部２２は、所定エリアに在圏するユーザを対象と
する所定エリア向け情報を含む所定エリア向け情報有コンテンツと、所定エリア向け情報
を含まないエリア向け情報無コンテンツとに出し分け可能なコンテンツを取得する。
【００６４】
　第３の実施形態に係るユーザ属性判定部２５は、端末位置管理システム（図示なし）に
よって取得されたユーザ端末１０の在圏エリアが所定エリアに該当するか否かを判定する
。ユーザ属性判定部２５は、ユーザ端末１０の在圏エリアが所定エリアに該当する場合、
所定エリア向け情報を含む所定エリア向け情報有コンテンツを配信することを決定し、ユ
ーザ端末１０の在圏エリアが所定エリアに該当しない場合、所定エリア向け情報を含まな
い所定エリア向け情報無コンテンツを配信することを決定する。
【００６５】
　第３の実施形態に係るコンテンツ加工部２６は、ユーザ属性判定部２５による決定結果
に従って、第２実施形態と同様に、所定年齢向け情報を配信する又は配信しないように、
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【００６６】
　第３の実施形態に係るコンテンツ配信システム１によれば、ゲートウェイサーバ２０が
、ユーザ端末１０の在圏エリアが所定エリアであるかに基づいて、ユーザ端末１０に配信
するコンテンツを出し分けることができる。このため、コンテンツサーバ４０側の処理負
荷を増大させずに、ユーザ端末１０の在圏エリアに応じて、ユーザ端末１０に配信される
コンテンツを網側で最適化することができる。さらに、コンテンツサーバ４０は、ユーザ
端末１０のエリアを把握することなく、多様なコンテンツを配信することができる。
【００６７】
　[その他の実施形態]
　上述の第１及び第２実施形態では、ゲートウェイサーバ２０の顧客管理システム検索部
２４に、ユーザ端末１０の課金形態及びユーザ年齢を照会する例について説明したが、顧
客管理システム３０が管理するユーザ属性に関するその他の情報を照会し、ユーザ端末１
０の課金形態及びユーザ年齢以外のその他のユーザ属性に基づいて、コンテンツを出し分
けてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
１…コンテンツ配信システム
１０…ユーザ端末
２０…ゲートウェイサーバ
３０…顧客管理システム
４０…コンテンツサーバ
２１…コンテンツ配信要求受信部
２２…コンテンツ取得部
２３…コンテンツ解析部
２４…顧客管理システム検索部
２５…ユーザ属性判定部
２６…コンテンツ加工部
２７…コンテンツ配信部
ａ…定額制向けタグ
ｂ…非定額制向けタグ
ｃ…所定年齢向けタグ
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